
ｂ．目標設定に問題

＜改善のポイント＞

＊雇用管理区分とは

職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって､当該区分に属している労働者について他の
区分に属している労働者と、従事する職務内容、人事異動（転勤、昇進、昇格を含む）の幅や頻度において異
なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。

例 ： 総合職、一般職 ／ 事務職、技術職、専門職 ／ 正社員、契約社員、パート社員 など

改善取組事例の紹介 「株式会社 志摩地中海村」（P．36）、「秋田印刷製本株式会社」（P．37）

① 行動計画に関する問題
行動計画の取組がうまく進まない、目標達成の見通しが立たないという企業においては、「現状把握・課題分析」、

「目標設定自体」、「取組内容」について十分に検討がなされていないという3つの要因が考えられる。

a．現状把握・課題分析が不十分

・雇用管理区分*ごとに分析されておらず、実態が正確に把握されていない
・現場の社員の声が反映されていない

＜問題＞

改善取組事例の紹介 「株式会社 ラブ・ラボ」（P．38）

・自社における女性活躍の意義付けが十分になされていない
・目標が達成を実感できる有意義な内容となっていない
・取組期間の長さが適切でない（短すぎる、長すぎる）、実施時期の明記がない
・具体的な取組内容や実施回数を明記しておらず、何をするのかが曖昧である

＜問題＞

・女性活躍推進の取組を経営課題として明確に位置付けることが出発点となる
・目標達成により、取組の効果が実感できる有意義な目標を設定する
・目標達成を見据えた、適切な取組の時期や方法とする

＜改善のポイント＞

② 実施方法に関する問題
経営トップを含めた組織全員を巻き込んで当事者として取組を促さないことには、目標は形骸化して終わってしまう。

取組に対する機運・モチベーションが高まらない要因として「トップの理解・関与が不十分」、「実施体制・社内オーソラ

イズが不十分」の2つが考えられる。 

ｃ．取組内容が問題

・課題や目標に対応した取組になっていない
・表面的、一時的な対策に留まり、課題の解決につながっていない
・研修の対象者が限定されている等、組織全体としての女性活躍推進の取組内容となっていない

＜問題＞

＜改善のポイント＞

改善取組事例の紹介 「新鹿児島観光バス株式会社」（P．39）、「スカイリーフ株式会社」（P．40）

・目標を達成するための選択肢を、多様な視点から検討することが解決の糸口となる
・目標達成のための取組であっても、単なる「タスク」に終始しては実効性に欠けてしまうため、効果検証を

定期的に行う

ｄ．トップの理解・関与が不十分 

・経営トップの女性活躍への理解が低く、コミットメントが得られない
・トップは理解があっても役員クラス、各部門（現場管理職など）の理解が低い

＜問題＞

・経営トップの理解を得るために、女性活躍を推進することが将来的に組織にとってどのような効果をもた
らすのかを伝え続ける

・行動計画を策定する前に、自社ではどのような目標にするか、現状把握、課題分析の報告を含めて検討の
際にトップを巻き込む

＜改善のポイント＞

ｅ．実施体制・社内オーソライズが不十分
＜問題＞

＜改善のポイント＞

改善取組事例の紹介 「株式会社 アド宣通」（P．41）、「オルガン針株式会社」（P．42）、「社会福祉法人 美明会」（P．43）

・女性社員のみならず、現場や各部門の意見もくみ上げる
・行動計画の内容、目標達成へ向けた取組や成果を積極的に共有する
・広報誌、掲示板、イントラネット、経営会議での進捗報告など機会を捉えて継続的に社内周知を行い、取組

への啓発をはかる

・各部門を巻き込んだ組織全体としての取組体制を確保できていないため、各部門（現場管理職など）の協
力を得られていない

・社員の間で意思疎通ができていない、そもそも女性活躍に取り組んでいることや、行動計画を策定してい
ること自体が社員に理解されていない等、社員の当事者意識が低く、会社全体の理解が進まない

・女性社員への意識付けが十分でない
・行動計画を策定した時点の社内周知に留まり、策定後に進捗状況の情報発信を行っていない

・組織全体の実態に応じて（名称など形式にとらわれることなく）雇用管理区分*ごとに正確に把握する
・女性活躍推進の取組の関係者（ステークホルダー）を広く巻き込む
 （例：社内で検討プロジェクトチームを立ち上げ、人事労務部門の社員や女性社員、正社員以外にも検討メ 
ンバーへの参加を募る）
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